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大阪府高齢者計画 2024 

（案） 
 

～ みんなで支え 地域で支える 高齢社会 ～ 

（大阪府高齢者福祉計画、介護保険事業支援計画、 

介護給付適正化計画及び大阪府認知症施策推進計画） 
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ごあいさつ 

 

我が国はすでに超高齢社会を迎えておりますが、大阪府においても、団塊ジュニア世代が 65 歳以上

となる 2040（令和 22）年に向けて、高齢者の増加が見込まれます。 

また、大阪府は、全国と比べて高齢者の単身世帯の割合が高いことが特徴であり、さらなる高齢化の

進展に伴い、その割合は今後も高まるとともに、要介護度の高い高齢者や、医療と介護双方のニーズを

有する高齢者、認知症高齢者の増加も見込まれています。 

そのような中、３年あまり続いたコロナ禍を経て、高齢者の命と健康を守るため、施設等における感染

症対策の重要性はもちろんのこと、人と人との交流の大切さを改めて実感しているところです。 
 
大阪府ではこれまでも、市町村と連携し、地域包括ケアシステムの構築に取り組んできましたが、ポス

トコロナ時代を迎え、多様な社会参加や人とのつながりによる、高齢者が孤立することのない地域づくり

がますます重要になっています。また、医療と介護の一体的な提供を進めるとともに、デジタル化の進展

も踏まえ、様々な技術を活用しつつ、介護に携わる人材の確保や介護現場の生産性の向上に取り組み、

高齢者を支える体制を強化することも必要です。さらには、認知症の人を含めた高齢者一人ひとりが、生

きがいや役割をもって暮らしていくことのできる地域共生社会の実現に向けて、認知症施策の推進に一

層取り組むことも求められています。 

今回策定した大阪府高齢者計画２０２４は、このような視点を踏まえ、高齢者保健福祉施策を総合的

に推進するための取組みをまとめたものです。 
 
本計画期間中には、団塊の世代が 75 歳以上となる 2025（令和７）年を迎えます。大阪府としては、

地域包括ケアシステムのさらなる深化・推進や地域共生社会の実現に向けて、市町村はもちろん、関係

機関と連携し、取組みを進めてまいります。府民や事業者等の皆様におかれましても、引き続き、支え合

いの地域づくりにご理解、ご協力をいただきますようお願い申し上げます。 
 
そして、2025 年は、「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに掲げる大阪・関西万博の開催年で

もあります。さらなる人口減少・超高齢社会を迎える中、世界中の英知を結集し様々な課題解決に取り

組む万博の開催を通じて、世界各国の先端技術やサービス等により、時代を切り拓く新たなイノベーショ

ンを巻き起こし、大阪の持続的な成長と府民の豊かな暮らしに繋げていきたいと考えています。 
 
最後になりましたが、この計画の策定に当たり、ご協力いただいた大阪府高齢者保健福祉計画推進

審議会委員の皆様、貴重なご意見・ご提言を寄せていただいた各関係機関・団体並びに府民の皆様に

心からお礼を申し上げます。 
 
令和６年３月 

大阪府知事 吉村 洋文 
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